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長野県告示第604号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含

む。）の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和６年11月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	日

ＡＣＴ内視鏡クリニック 佐久市佐久平駅北２番地１ 令和６年10月１日

天竜河畔医院 伊那市御園147番地１階 令和６年８月１日

下村クリニック軽井沢 北佐久郡軽井沢町長倉4962－１ 令和６年４月１日

アーク調剤薬局　下諏訪店 諏訪郡下諏訪町6171－17 令和６年10月１日

松川とをしや薬局 北安曇郡松川村東川原5728－180 令和６年９月１日

堀金とをしや薬局 安曇野市堀金烏川5010 令和６年９月１日

矢原とをしや薬局 安曇野市穂高769－2 令和６年９月１日

長野県告示第603号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりである。

　　令和６年11月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

名　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

東口病院 長野市栗田1618番地１ 令和９年12月６日

医療政策課

　年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布します。

　　令和６年11月28日

	 長野県公安委員会委員長　柳　平　千代一

長野県公安委員会規則第10号

　　　年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例施行規則（平成11年長野県公安委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。

　第４条第１号中「、国民健康保険被保険者証」を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和６年12月２日から施行する。

生活安全企画課


